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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に複数の素子を実装する半導体装置の製造方法において、
　前記基板の各素子取付位置に対応する所定間隔で配された複数の空気吸引孔が形成され
た真空吸着部に対して前記複数の素子が貼着された粘着テープを水平移動させて前記複数
の素子を前記複数の空気吸引孔に対向させる位置に移動させる工程と、
　前記複数の空気吸引孔から空気を吸引して前記真空吸着部に前記複数の素子を所定間隔
で吸着させる工程と、
　前記複数の空気吸引孔から空気を吸引して前記真空吸着部に前記複数の素子を所定間隔
で吸着させる際、前記粘着テープの前記素子が粘着されている側の反対側から一の当該素
子を前記真空吸着部に押圧するコレットを前記空気吸引孔と対向する位置へ移動させて一
の当該素子を前記空気吸引孔に押圧する工程と、
　前記真空吸着部に吸着された前記素子を前記粘着テープから離間させる工程と、
　前記真空吸着部に吸着された前記複数の素子を前記基板上の所定位置に載置する工程と
、
　前記複数の素子を前記基板の複数の所定位置に載置して前記真空吸着部による前記複数
の素子に対する吸着を解除する工程と、
　前記複数の素子の端子を前記基板の配線パターンに同時に接合する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
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　前記コレットが上昇することにより前記粘着テープを上方に押圧して前記粘着テープ上
の一の当該素子を前記空気吸引孔に押し付け、前記コレットが下降することにより前記粘
着テープの巻き取りテンションの作用により一の当該素子の下面から前記粘着テープが剥
がされることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記基板に前記素子を囲む複数の壁部を形成する工程をさらに有することを特徴とする
請求項１または２の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記複数の壁部の上端を透過性のカバーにより封止する工程をさらに有することを特徴
とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記壁部は、前記素子の上方に向けて広がるように傾斜された傾斜面を有することを特
徴とする請求項３または４の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記壁部は、前記素子から発光された光を反射させる反射面を有することを特徴とする
請求項３乃至５の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　基板に複数の素子を実装する半導体装置の実装装置において、
　前記基板の各素子取付位置に対応する所定間隔で配された複数の空気吸引孔により前記
複数の素子を吸着する真空吸着部と、
　前記複数の素子が貼着された粘着テープを水平移動させて前記複数の素子を前記真空吸
着部の複数の空気吸引孔に対向させる位置に移動させる素子供給ラインと、
　前記空気吸引孔と対向する位置へ移動され、前記粘着テープの前記素子が粘着されてい
る側の反対側から一の当該素子を前記真空吸着部に押圧し、一の当該素子を前記空気吸引
孔に押圧するコレットと、
　前記複数の空気吸引孔より空気を吸引する真空発生装置と、
　前記真空発生装置と前記複数の空気吸引孔との間に配された切替弁と、
　前記コレットを上昇させて前記粘着テープを押圧して一の当該素子を前記空気吸引孔に
押し付けると共に、前記複数の素子を前記基板上の所定位置に搬送するまで前記切替弁を
前記真空発生装置と前記複数の空気吸引孔とを連通して前記複数の素子を吸着し、前記コ
レットを下降させて前記真空吸着部に吸着された前記複数の素子から前記粘着テープを離
間させ、前記複数の素子を前記基板上の所定位置に載置した後、前記切替弁を切替えて前
記複数の素子に対する吸着を解除する制御部と、
　を有することを特徴とする半導体装置の実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の製造方法及び半導体装置の実装装置に係り、特に基板に複数の素
子を実装する半導体装置の製造方法及び半導体装置の実装装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光素子（LED：light emitting diode）を光源とする照明装置や表示装置等の
開発が進められており、それに伴って複数の発光素子を高密度に実装することが要望され
ている。特に発光素子は、半導体チップと同様に微細加工技術を駆使して製造された微小
なチップであり、例えば、数ミリの中に複数の発光素子を実装することで発光時の光強度
を高めている。この種の半導体装置の製造方法では、基板上に複数の凹部を形成し、コレ
ットなどの真空吸着部により発光素子を搬送して各凹部に挿入することが自動的に行なわ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、粘着シートに貼着された複数の発光素子を粘着シート毎搬送して複数の発光素子
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を基板の複数の凹部に挿入する方法もある（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２０００－５８９２４号公報
【特許文献２】特開２００３－２４３７２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の製造方法では、発光素子を１個ずつ基板上に搬送し、
アライメントを行なってから所定位置に実装するため、複数の発光素子を全て基板上に実
装するのにかなりの時間がかかり、生産効率を高めることが難しいという問題を有する。
【０００５】
　また、上記特許文献２の製造方法では、粘着シートに貼着された状態の複数の発光素子
を基板の上方に搬送し、基板の下方から挿入された真空ノズルを用いて発光素子を粘着シ
ートから剥がす工程が必要となっていた。そのため、基板の凹部には、下面側に貫通する
貫通孔を設ける工程も必要であった。このように、上記特許文献２の製造方法の場合も工
程数が増加して生産効率高めることが難しいという問題を有する。
【０００６】
　そこで、本発明は上記事情に鑑み、上記課題を解決した半導体装置の製造方法及び半導
体装置の実装装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は以下のような手段を有する。
【０００８】
　本発明は、基板に複数の素子を実装する半導体装置の製造方法において、前記基板の各
素子取付位置に対応する所定間隔で配された複数の空気吸引孔が形成された真空吸着部に
対して前記複数の素子が貼着された粘着テープを水平移動させて前記複数の素子を前記複
数の空気吸引孔に対向させる位置に移動させる工程と、前記複数の空気吸引孔から空気を
吸引して前記真空吸着部に前記複数の素子を所定間隔で吸着させる工程と、前記複数の空
気吸引孔から空気を吸引して前記真空吸着部に前記複数の素子を所定間隔で吸着させる際
、前記粘着テープの前記素子が粘着されている側の反対側から一の当該素子を前記真空吸
着部に押圧するコレットを前記空気吸引孔と対向する位置へ移動させて一の当該素子を前
記空気吸引孔に押圧する工程と、前記真空吸着部に吸着された前記素子を前記粘着テープ
から離間させる工程と、前記真空吸着部に吸着された前記複数の素子を前記基板上の所定
位置に載置する工程と、前記複数の素子を前記基板の複数の所定位置に載置して前記真空
吸着部による前記複数の素子に対する吸着を解除する工程と、前記複数の素子の端子を前
記基板の配線パターンに同時に接合する工程と、を有することを特徴とする。
　また、本発明は、前記コレットが上昇することにより前記粘着テープを上方に押圧して
前記粘着テープ上の一の当該素子を前記空気吸引孔に押し付け、前記コレットが下降する
ことにより前記粘着テープの巻き取りテンションの作用により一の当該素子の下面から前
記粘着テープが剥がされることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、前記基板に前記素子を囲む複数の壁部を形成する工程をさらに有する
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、前記複数の壁部の上端を透過性のカバーにより封止する工程をさらに
有することを特徴とする。
【００１１】
　前記壁部は、前記素子の上方に向けて広がるように傾斜された傾斜面を有することを特
徴とする。
【００１２】
　前記壁部は、前記素子から発光された光を反射させる反射面を有することを特徴とする
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。
【００１５】
　また、本発明は、基板に複数の素子を実装する半導体装置の実装装置において、前記基
板の各素子取付位置に対応する所定間隔で配された複数の空気吸引孔により前記複数の素
子を吸着する真空吸着部と、前記複数の素子が貼着された粘着テープを水平移動させて前
記複数の素子を前記真空吸着部の複数の空気吸引孔に対向させる位置に移動させる素子供
給ラインと、前記空気吸引孔と対向する位置へ移動され、前記粘着テープの前記素子が粘
着されている側の反対側から一の当該素子を前記真空吸着部に押圧し、一の当該素子を前
記空気吸引孔に押圧するコレットと、前記複数の空気吸引孔より空気を吸引する真空発生
装置と、前記真空発生装置と前記複数の空気吸引孔との間に配された切替弁と、前記コレ
ットを上昇させて前記粘着テープを押圧して一の当該素子を前記空気吸引孔に押し付ける
と共に、前記複数の素子を前記基板上の所定位置に搬送するまで前記切替弁を前記真空発
生装置と前記複数の空気吸引孔とを連通して前記複数の素子を吸着し、前記コレットを下
降させて前記真空吸着部に吸着された前記複数の素子から前記粘着テープを離間させ、前
記複数の素子を前記基板上の所定位置に載置した後、前記切替弁を切替えて前記複数の素
子に対する吸着を解除する制御部と、を有することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、空気を吸引する複数の吸引孔を有する真空吸着部に複数の素子を吸着
させる工程と、真空吸着部を移動させて複数の素子を基板上の所定位置に搬送する工程と
、を有するため、複数の素子を一括して基板上に搬送し、複数の素子を一括してアライメ
ントを行なうことが可能になり、生産効率を高めることができる。さらに、複数の素子を
基板の複数の所定位置に載置して真空吸着部による複数の素子に対する吸着を解除する工
程と、基板の配線パターンに複数の素子の端子を接合する工程とを有するため、空気の吸
引により複数の素子を同時に吸着解除できるので、短時間で複数の素子を基板上に載置す
ることが可能になると共に、粘着テープを用いる場合のように素子を剥がすための機構を
設けないで済むので、工程数を削減することが可能になる。
【００１７】
　また、本発明によれば、複数の素子を前記基板上の所定位置に搬送するまで切替弁を真
空発生装置と複数の空気吸引孔とを連通して複数の素子を吸着し、複数の素子を基板上の
所定位置に載置した後、切替弁を切替えて前記複数の素子に対する吸着を解除するため、
複数の素子を一括して基板上に搬送し、複数の素子を一括してアライメントを行なえるの
で、素子の実装工程における生産効率を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は本発明による半導体装置の製造方法の実施例１により作成された半導体装置を示
す図である。図１に示されるように、半導体装置１０は、Ｓｉなどからなる基板２０の上
面にＣｕからなる複数の配線パターン３０を形成し、複数の配線パターン３０の夫々に複
数の発光素子（ＬＥＤ）４０の各端子を下面側のＡｕよりなるバンプ（Ａｕスタッドバン
プ）５０を介して電気的に接続されるように構成されている。また、半導体装置１０は、
複数の発光素子４０をできるだけ近接させるように配置した状態で基板２０に実装された
高密度実装構造になっている。
【００２０】
　複数の発光素子４０は、夫々各端子に電圧が印加されると、上面側中央で発光し、所定
の発光色を有する光が放射される。このように、複数の発光素子４０が密集した状態に実
装されることで、見かけ上発光面積を増大させることができるので、半導体装置１０から
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発光される光強度が高められている。
【００２１】
　次に、上記の半導体装置１０を製造する製造方法の一例について、図２Ａ～図２Ｉに基
づき、手順を追って説明する。尚、以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符号を
付し、その説明を省略する。
【００２２】
　まず、図２Ａに示す工程において、半導体装置の実装装置６０では、複数の発光素子４
０を一括して搬送するように構成された真空吸着部７０を有する。この真空吸着部７０は
、複数の発光素子４０を吸着するための複数の空気吸引孔７２が所定間隔で設けられてい
る。尚、複数の空気吸引孔７２の間隔は、発光素子４０を実装する基板２０に形成された
配線パターン３０の間隔と同一となるように設定されている。
【００２３】
　また、複数の空気吸引孔７２の夫々には、空気管路７４が連通されており、空気管路７
４の下流には、電磁式三方弁（切替弁）７６及び空気を吸引する真空発生装置（真空ポン
プ）７８が設けられている。電磁式三方弁７６は、空気管路７４に連通されたａポートと
、真空発生装置７８に連通されたｂポートと、大気に連通された大気導入用のｃポートと
を有する。そして、電磁式三方弁７６は、制御部８０からの制御信号によってａ－ｂポー
ト連通状態とａ－ｃポート連通状態との何れかに切替えられる。すなわち、ａ－ｂポート
連通状態のときは、真空吸着部７０により生成された負圧により複数の空気吸引孔７２か
ら空気を吸引し発光素子４０を吸着する。また、ａ－ｃポート連通状態のときは大気が複
数の空気吸引孔７２に供給され、発光素子４０に対する真空吸着を解除する。
【００２４】
　電磁式三方弁７６及び真空発生装置７８は、制御部８０からの制御信号によって制御さ
れており、真空発生装置７８を駆動した状態で電磁弁７６を開弁させると、複数の空気吸
引孔７２に負圧が生じて空気を吸引する。
【００２５】
　また、真空吸着部７０の下方には、粘着テープ８２に所定間隔で貼着された発光素子４
０の供給ラインが形成されている。粘着テープ８２は、Ｘ方向に所定速度で巻き取られて
おり、発光素子４０を連続して供給するように装架されている。
【００２６】
　次に、図２Ｂに示す工程において、粘着テープ８２の下面をコレット８４が上昇して上
方に押圧することで粘着テープ８２の上面に貼着された発光素子４０を空気吸引孔７２に
押し付ける。このとき、電磁式三方弁７６は、ａ－ｂポート連通状態になっており、複数
の空気吸引孔７２から空気を吸引している。
【００２７】
　そして、コレット８４が降下することで粘着テープ８２に対する押圧力が解除されるた
め、粘着テープ８２が巻取りテンションの作用により発光素子４０の下面から剥がされて
装架位置に復帰する。これにより、発光素子４０は、粘着テープ８２から離間すると共に
、空気吸引孔７２の負圧によって吸着された状態に保持される。
【００２８】
　次に、図２Ｃに示す工程において、粘着テープ８２を巻き取り動作に連動して上記コレ
ット８４が各空気吸引孔７２に対向する位置へ水平移動して昇降動作を繰り返すことで各
空気吸引孔７２の夫々の下端に発光素子４０を吸着させる。
【００２９】
　次に、図２Ｄに示す工程において、複数の発光素子４０を吸着した真空吸着部７０をバ
ンプ形成装置等に移動させて発光素子４０の下面にＡｕよりなるバンプ５０を形成させる
。
【００３０】
　次に、図２Ｅに示す工程において、真空吸着部７０を基板２０の上方に移動させる。あ
るいは、基板２０をクランプしたテーブル９０を真空吸着部７０の下方に移動させても良
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い。そして、真空吸着部７０と基板２０との相対位置のアライメントを行なう。本実施例
では、真空吸着部７０の下面に吸着された複数の発光素子４０の間隔が基板２０の上面に
形成された配線パターン３０の間隔と一致するように設定されているので、各発光素子４
０を個別に位置調整せずとも全ての発光素子４０のアライメントを一括して行なうことが
できるので、アライメント工程の時間を短縮して生産効率を高められる。
【００３１】
　このアライメント工程では、基板２０に対して真空吸着部７０を水平移動させて位置合
わせを行なっても良いし、あるいは真空吸着部７０に対して基板２０をクランプしたテー
ブル９０を水平移動させる方法を用いても良い。
【００３２】
　次に、図２Ｆに示す工程において、真空吸着部７０を降下させて発光素子４０の下面に
形成されたバンプ５０を基板２０の配線パターン３０に押圧した状態に移行する。あるい
は、基板２０をクランプしたテーブル９０を上方に移動させて基板２０上の配線パターン
３０を発光素子４０のバンプ５０に押圧するようにしても良い。
【００３３】
　次に、図２Ｇに示す工程において、制御部８０からの制御信号により電磁式三方弁７６
をａ－ｃポート連通状態に切替える。これにより、電磁式三方弁７６からの大気が複数の
空気吸引孔７２に導入され、発光素子４０に対する真空吸着を解除する。これにより、発
光素子４０は、真空吸着部７０から分離可能となる。
【００３４】
　そして、吸着解除後、真空吸着部７０を上昇、あるいは基板２０をクランプしたテーブ
ル９０を降下させて発光素子４０を真空吸着部７０から離間させる。
【００３５】
　次に、図２Ｈに示す工程において、超音波接合用ボンダ装置（図示せず）のホーン９２
を各発光素子４０の上面に当接させて加圧した状態とし、振動子９４で発生した超音波に
よる振動を各発光素子４０に伝播させる。これにより、各発光素子４０の下面に形成され
た各バンプ５０と各配線パターン３０との間で接触している金属同士が接合される。
【００３６】
　次に、図２Ｉに示す工程において、ホーン９２を上昇、あるいは基板２０をクランプし
たテーブル９０を降下させて発光素子４０をホーン９２から離間させる。これで、図１に
示す半導体装置１０が得られる。
【００３７】
　このように、実施例１では、複数の発光素子４０を同一の基板２０上に高密度実装する
場合の製造工程において、複数の発光素子４０を同時に搬送して基板２０の所定位置に位
置合わせすることができ、しかも電磁式三方弁７６の切替えにより複数の発光素子４０に
対する吸着を一括して解除できるので、各発光素子４０を個別に吸着して搬送する場合よ
りも大幅な時間短縮と生産効率の向上を図ることが可能になる。従って、発光素子４０が
微小なチップである場合でも、複数の発光素子４０を微小間隔で精密に高密度実装するこ
とが可能になると共に、生産効率の向上により生産コストも安価に抑えることが可能にな
る。
【実施例２】
【００３８】
　図３は実施例２の半導体装置１００を示す図である。図３に示されるように、半導体装
置１００は、シリコン基板（以下「基板」という）１２０と、基板１２０上に形成された
凹部１２２と、凹部１２２に実装された発光素子１２４と、ガラス板１４０とを有し、凹
部１２２を囲む壁部１２６の上面とガラス板１４０とを接合して凹部１２２を封止した構
成である。そして、壁部１２６の上面とガラス板１４０の下面との接触部分が接合層１０
２となる。
【００３９】
　壁部１２６は、例えば、シリコンにより形成されており、上方に向けて広がる方向に傾
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斜した傾斜面１２８を有する。この傾斜面１２８は、発光素子１２４の発光面より上方に
形成されており、発光素子１２４から発光された光を上方に反射させる反射面として作用
すると共に、発光素子１２４を凹部１２２に挿入する際のガイド面として機能するもので
ある。尚、傾斜面１２８は壁部１２６に設ける構成としても良いし、あるいは、壁部１２
６の内面に傾斜したミラーを配置する構成としても良い。
【００４０】
　また、発光素子１２４は、例えばＡｕよりなるバンプ（Ａｕスタッドバンプ）１０６上
に設置され、発光素子１２４は、当該バンプ１０６を介して基板１２０の底面を貫通する
ように形成されるビアプラグ（貫通配線）１０７と電気的に接続されている。
【００４１】
　ビアプラグ１０７の、発光素子１２４が接続される側の反対側には、例えばＮｉ／Ａｕ
メッキ層よりなる接続層１０８Ａが形成され、さらに当該接続層１０８Ａに半田バンプ１
０８が形成されている。
【００４２】
　また、基板２０の表面は、酸化膜（シリコン酸化膜）１０４が形成され、例えば当該基
板１２０と、ビアプラグ１０７との間や、バンプ１０６との間は絶縁されている。
【００４３】
　次に、上記の半導体装置１００を製造する製造方法の一例について、図４Ａ～図４Ｋに
基づき、手順を追って説明する。ただし以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符
号を付し、説明を省略する場合がある。
【００４４】
　まず、図４Ａに示す工程において、基板１２０をエッチングしてパターニングし、発光
素子１２４を設置するための複数の凹部１２２、傾斜面１２８と、ビアプラグ１０７を形
成するための、基板１２０を貫通する複数のビアホール１０７Ａを形成する。
【００４５】
　次に、図４Ｂに示す工程において、凹部１２２、傾斜面１２８の内壁面やビアホール１
０７Ａの内壁面を含むシリコン基板１２０の表面に、例えば熱ＣＶＤ(Chemical vaper de
position)法などにより、酸化膜（シリコン酸化膜、または熱酸化膜とよぶ場合もある）
１０４を形成する。
【００４６】
　次に、図４Ｃに示す工程において、例えばＣｕのメッキ法（例えばセミアディティブ法
）により、ビアホール１０７Ａに、それぞれビアプラグ１０７を形成する。
【００４７】
　次に、図４Ｄに示す工程において、例えばメッキ法により、例えばＮｉ／Ａｕよりなる
接続層１０６Ａ，１０８Ａを形成する。この場合、接続層１０６Ａは、ビアプラグ１０７
の凹部２２の側に、接続層１０８Ａは、ビアプラグ１０７の凹部１２２の反対側に形成さ
れる。
【００４８】
　次に、図４Ｅに示す工程において、接続層１０６Ａ上に、それぞれバンプ（Ａｕスタッ
ドバンプ）１０６を形成する。なお、本図以降では、接続層１０６Ａの図示を省略してい
る。
【００４９】
　次に、図４Ｆに示す工程において、凹部１２２の周囲の壁部１２６の表面の酸化膜１０
４を、例えばマスクエッチングにより剥離する。本工程によって酸化膜が剥離された部分
には後の工程においてガラス板１４０が接合される。
【００５０】
　次に、図４Ｇに示す工程において、真空吸着部１７０により吸着された複数の発光素子
１２４を複数の凹部１２２の夫々に挿入する。この真空吸着部１７０は、前述した実施例
１の真空吸着部７０と同様に、空気管路７４を介して電磁式三方弁７６及び真空発生装置
７８と接続されているが、その説明はここでは省略する。
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【００５１】
　また、真空吸着部１７０は、複数の発光素子１２４を吸着するための複数の空気吸引孔
１７２と、複数の凹部１２２に挿入可能に突出する複数のノズル１７４とを有する。空気
吸引孔１７２は、ノズル１７４の中央を貫通するように形成されており、且つノズル１７
４の外周が傾斜面１２８に接触しないように発光素子１２４よりも小径に形成されている
。そして、各ノズル１７４間には、壁部１２６に対応する逃げ部１７８が設けられている
。また、本実施例では、複数のノズル１７４の間隔が複数の凹部１２２の間隔と同一に設
定されている。そのため、真空吸着部１７０と基板１２０との相対位置をアライメントす
ることで、複数のノズル１７４の下端に吸着された複数の発光素子１２４と複数の凹部１
２２との位置合わせが一括して行なえる。よって、本実施例では、アライメント工程の時
間を短縮して生産効率を高められる。
【００５２】
　また、アライメント工程では、基板１２０に対して真空吸着部１７０を水平移動させて
位置合わせを行なっても良いし、あるいは真空吸着部１７０に対して基板１２０を水平移
動させる方法を用いても良い。
【００５３】
　尚、本実施例において、複数のノズル１７４の夫々に発光素子１２４を吸着させる工程
は、前述した実施例１（図２Ｂ参照）と同様であるので、その説明は省略する。
【００５４】
　そして、真空吸着部１７０を降下させて発光素子１２４の下面に形成されたバンプ１０
６を基板１２０上のビアプラグ１０７に押圧する。
【００５５】
　さらに、制御部８０からの制御信号により電磁式三方弁７６をａ－ｃポート連通状態に
切替える。これにより、電磁式三方弁７６からの大気が複数の空気吸引孔１７２に供給さ
れ、発光素子１２４に対する真空吸着を解除する。これにより、複数の発光素子１２４は
、真空吸着部１７０から分離可能となる。
【００５６】
　そして、吸着解除後、真空吸着部１７０を上昇、あるいは基板１２０を降下させて発光
素子１２４を真空吸着部１７０から離間させる。
【００５７】
　次に、図４Ｈに示す工程において、超音波接合用ボンダ装置（図示せず）のホーン１９
２を各発光素子１２４の上面に当接させて加圧した状態とし、振動子１９４で発生した超
音波による振動を各発光素子１２４に伝播させる。これにより、各発光素子１２４の下面
に形成された各バンプ１０６と各ビアプラグ１０７との間で接触している金属同士が接合
される。
【００５８】
　また、ホーン１９２は、複数の凹部１２２の間隔と同一間隔で下方に突出する複数の加
圧部１９６を有する。各加圧部１９６は、外周が傾斜面１２８に接触しないように発光素
子１２４よりも小径に形成されている。そして、各加圧部１９６間には、壁部１２６に対
応する逃げ部１９８が設けられている。
【００５９】
　次に、図４Ｉに示す工程において、ガラス板１４０をシリコン基板１２０上に載置する
。
【００６０】
　次に、図４Ｊに示す工程において、シリコン基板１２０を陽極接合装置２００の陽極板
２３０に載置し、陽極接合装置２００の陰極板２５０をガラス板１４０の上面に接触させ
た状態で陽極板２３０と陰極板２５０との間に高電圧を印加する。
【００６１】
　また、陽極板２３０の上面には、シリコン基板１２０の下面に突出する接続層１０８Ａ
と接触しないように凹部２３２が形成されている。
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【００６２】
　ガラス板１４０に対する電圧印加は、陰極板２５０を介して行なわれるため、ガラス板
４０は加熱された状態になり、シリコン基板１２０の壁部１２６上面に接合される。よっ
て、
　上記の陽極接合が行われると、シリコン基板１２０を構成するＳｉと、ガラス板１４０
中の酸素とが結合し、接合力が良好で安定した接合が行われる。また、陽極接合では、樹
脂材料を用いた接合と異なり、発光素子１２４が封止される凹部１２２の内部空間を汚染
するようなガス、不純物などが殆ど発生することがない。
【００６３】
　次に、図４Ｋに示す工程において、接続層１０８Ａにそれぞれ半田バンプ１０８を形成
する。
【００６４】
　このように、本実施例では、真空吸着部１７０により吸着された複数の発光素子１２４
を基板１２０上に形成された複数の凹部１２２に一括して載置することが可能なため、複
数の発光素子４０を同時に搬送して基板１２０の複数の凹部１２２に一括して位置合わせ
することができ、しかも前述した電磁式三方弁７６の切替えにより複数の発光素子４０に
対する吸着を一括して解除できるので、各発光素子４０を個別に吸着して搬送する場合よ
りも大幅な時間短縮と生産効率の向上を図ることが可能になる。従って、発光素子４０が
微小なチップである場合でも、複数の発光素子４０を微小間隔で精密に高密度実装するこ
とが可能になると共に、生産効率の向上により生産コストも安価に抑えることが可能にな
る。
【００６５】
　以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明は上記の特定の実施例に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　尚、上記実施例１では、粘着テープに貼着された発光素子４０を真空吸着部７０に吸着
させる方法を一例として挙げたが、これに限らず、粘着テープ以外に例えば、予め空気吸
引孔７２の間隔で発光素子４０が載置されたトレー等から複数の発光素子４０を同時に吸
着する方法を用いても良い。
【００６７】
　また、上記実施例２では、基板１２０上の壁部１２６に傾斜面１２８を設けた構成を例
に挙げたが、これに限らず、傾斜面１２８を設ける代わりに、反射ミラーを凹部１２２に
配置する構成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明による半導体装置の製造方法の実施例１により作成された半導体装置を示
す図である。
【図２Ａ】実施例１の半導体装置の製造方法及び実装装置を示す図（その１）である。
【図２Ｂ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図２Ｃ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その３）である。
【図２Ｄ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その４）である。
【図２Ｅ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その５）である。
【図２Ｆ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その６）である。
【図２Ｇ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その７）である。
【図２Ｈ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その８）である。
【図２Ｉ】実施例１の半導体装置の製造方法を示す図（その９）である。
【図３】実施例２の半導体装置を示す図である。
【図４Ａ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その１）である。
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【図４Ｂ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図４Ｃ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その３）である。
【図４Ｄ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その４）である。
【図４Ｅ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その５）である。
【図４Ｆ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その６）である。
【図４Ｇ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その７）である。
【図４Ｈ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その８）である。
【図４Ｉ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その９）である。
【図４Ｊ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その１０）である。
【図４Ｋ】実施例２の半導体装置の製造方法を示す図（その１１）である。
【符号の説明】
【００６９】
１０,１００　半導体装置
２０,１２０　基板
３０　配線パターン
４０,１２４　発光素子
６０　半導体装置の実装装置
７０,１７０　真空吸着部
７２,１７２　空気吸引孔
７６　電磁式三方弁
７８　真空発生装置
８０　制御部
１２２　凹部
１２６　壁部
１２８　傾斜面
１４０　ガラス板
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